
 

 

京都市訓令甲第   号 

区  役  所 

京都市区長等専決規程の一部を次のように改正する。 

令和８年２月２７日 

京都市長  松 井 孝 治 

別表障害保健福祉課長の項第６号中「支給決定」の右に「（左京区役所、山科区役所、右

京区役所及び伏見区役所の所管に属するものに限る。）」を加え、同項第８号中「決定」の

右に「（左京区役所、山科区役所、右京区役所及び伏見区役所以外の区役所並びに区役所支

所の障害保健福祉課長にあっては、ストーマ装具及び紙おむつの給付又は貸与の実施に係

る決定を除く。）」を加え、同項第１０号中「収入決定」の右に「（左京区役所、山科区役所、

右京区役所及び伏見区役所の所管に属するものに限る。）」を加え、同項第１４号中「認定」

の右に「（左京区役所、山科区役所、右京区役所及び伏見区役所の所管に属するものに限

る。）」を加え、同項の次に次の１項を加える。 

障害保健福祉

課担当課長 

⑴ 障害者総合支援法による自立支援医療費の支給認定、医療受

給者証の交付、支給認定の変更及び取消し並びに支給決定に関

すること。ただし、更生医療に関するものに限る。 

⑵ 障害者総合支援法による地域生活支援事業（ストーマ装具及

び紙おむつの給付又は貸与に関するものに限る。）の実施に係る

決定に関すること。 

⑶ 京都市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の受給資

格等の認定、支給の制限及び不正利得の返還命令並びに徴収金

及び不正利得の返還金の収入決定に関すること。 

⑷ 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の受給資格の

認定に関すること。 

附 則 

この訓令は、令和８年３月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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